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改　　訂

 （目 的）
　当会社は次の事業を営むことを目的とする。
  (1) 電極の製造
　(2) 電極、電極の関連技術並びに環境改善及び省エネルギー技術の研究及び開発
　(3) 前各号に関連する各種プラント、付帯設備、装置及び機器等の設計、調達、製作、
  　   販売、輸出入、賃貸、運転及び建設、これらの請負並びに利用技術及び
    　 製造技術にかかわるコンサルティング
　(4) 前号のプラント、付帯設備、装置及び機器等を用いて生成される機能水等の
  　   生成物の販売
　(5) 前各号に関連する商品の貿易業、販売業、問屋業、代理業及び仲介業
　(6) 不動産の賃貸業
　(7) 前各号に関連する事業


